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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表（平成19年分以降用） 
 

① 奥 行 価 格 補 正 率 表 

地区区分 

奥行距離m 
ビ ル 街 高度商業 繁 華 街 

普通商業・ 

併用住宅 
普通住宅 中小工場 大 工 場 

４未満 0.90 0.90 0.90 0.90 0.85 0.85 

４以上 ６未満 

0.80 

0.92 0.92 0.92 0.92 0.90 0.90 

６ 〃  ８ 〃 0.84 0.94 0.95 0.95 0.95 0.93 0.93 

８ 〃  10 〃 0.88 0.96 0.97 0.97 0.97 0.95 0.95 

10 〃  12 〃 0.90 0.98 0.99 0.99 0.96 0.96 

12 〃  14 〃 0.91 0.99 0.97 0.97 

14 〃  16 〃 0.92 0.98 0.98 

16 〃  20 〃 0.93 0.99 0.99 

20 〃  24 〃 0.94 

1.00 

24 〃  28 〃 0.95 

1.00 

0.99 

28 〃  32 〃 0.96 0.98 

1.00 

0.98 

32 〃  36 〃 0.97 0.96 0.98 0.96 

36 〃  40 〃 0.98 0.94 0.96 0.94 

40 〃  44 〃 0.99 0.92 0.94 0.92 

44 〃  48 〃 

1.00 

0.90 0.92 0.91 

48 〃  52 〃 0.99 0.88 0.90 0.90 

52 〃  56 〃 0.98 0.87 0.88 0.88 

56 〃  60 〃 0.97 0.86 0.87 0.87 

1.00 

60 〃  64 〃 0.96 0.85 0.86 0.86 0.99 

64 〃  68 〃 0.95 0.84 0.85 0.85 0.98 

68 〃  72 〃 0.94 0.83 0.84 0.84 0.97 

72 〃  76 〃 0.93 0.82 0.83 

76 〃  80 〃 0.92 0.81 0.82 

0.83 0.96 

80 〃  84 〃 0.90 0.81 

84 〃  88 〃 0.88 

0.82 0.93 

88 〃  92 〃 

1.00 

0.86 

92 〃  96 〃 0.99 0.84 

96 〃 100 〃 0.97 0.82 

0.81 

100 〃 0.95 0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.90 

1.00 

⑥ 間口狭小補正率表 

地区区分 
 

間口距離m 

ビ ル 街 高度商業 繁 華 街 
普通商業・ 

併 用 住 宅 
普通住宅 中小工場 大 工 場 

４未満 － 0.85 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 

４以上６未満 － 0.94 0.97 0.94 0.85 0.85 

６ 〃 ８ 〃  － 0.97 0.97 0.90 0.90 

８ 〃 10 〃  0.95 0.95 0.95 

10 〃 16 〃  0.97 0.97 

16 〃 22 〃 0.98 0.98 

22 〃 28 〃  0.99 0.99 

28 〃        1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

⑦ 奥行長大補正率表 

地区区分 

 

奥行距離 
間口距離 

ビ ル 街 高度商業 繁 華 街 
普通商業・

併用住宅 
普通住宅 中小工場 大 工 場 

２以上３未満 1.00 0.98 1.00 

３ 〃 ４ 〃  0.99 0.96 0.99 

４ 〃 ５ 〃  0.98 0.94 0.98 

５ 〃 ６ 〃  0.96 0.92 0.96 

６ 〃 ７ 〃  0.94 0.94 

７ 〃 ８ 〃  0.92 0.92 

８ 〃   

1.00 

0.90 

0.90 

0.90 

1.00 

 

② 側方路線影響加算率表                   ③ 二方路線影響加算率表 

加 算 率 
地 区 区 分 

角地の場合 準角地の場合 
地 区 区 分 加算率

ビ ル 街 0.07 0.03 ビ ル 街 0.03 

高度商業、繁華街 0.10 0.05 高度商業、繁華街 0.07 

普通商業・併用住宅 0.08 0.04 普通商業・併用住宅 0.05 

普通住宅、中小工場 0.03 0.02 普通住宅、中小工場 0.02 

大 工 場 0.02 0.01 

 

大 工 場 0.02 

④ 不整形地補正率を算定する際の地積区分表 

地積区分 

地区区分 
Ａ Ｂ Ｃ 

高 度 商 業 1,000㎡未満 
1,000㎡以上 

1,500㎡未満 1,500㎡以上

繁 華 街 450㎡未満 
450㎡以上 
700㎡未満 700㎡以上

普通商業・併用住宅 650㎡未満 
650㎡以上 

1,000㎡未満 1,000㎡以上

普 通 住 宅 500㎡未満 
500㎡以上 
750㎡未満 750㎡以上

中 小 工 場 3,500㎡未満 
3,500㎡以上 
5,000㎡未満 5,000㎡以上

⑤ 不 整 形 地 補 正 率 表  

高 度 商 業 、 繁 華 街 、 
普通商業・併用住宅、中小工場 普 通 住 宅 

地区区分 

 

 Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 

10％以上 0.99 0.99 1.00 0.98 0.99 0.99 

15％ 〃  0.98 0.99 0.99 0.96 0.98 0.99 

20％ 〃  0.97 0.98 0.99 0.94 0.97 0.98 

25％ 〃  0.96 0.98 0.99 0.92 0.95 0.97 

30％ 〃  0.94 0.97 0.98 0.90 0.93 0.96 

35％ 〃  0.92 0.95 0.98 0.88 0.91 0.94 

40％ 〃  0.90 0.93 0.97 0.85 0.88 0.92 

45％ 〃  0.87 0.91 0.95 0.82 0.85 0.90 

50％ 〃  0.84 0.89 0.93 0.79 0.82 0.87 

55％ 〃  0.80 0.87 0.90 0.75 0.78 0.83 

60％ 〃  0.76 0.84 0.86 0.70 0.73 0.78 

65％ 〃  0.70 0.75 0.80 0.60 0.65 0.70 

⑧ が け 地 補 正 率 表 

がけ地の方位 

 

がけ地地積 
総 地 積 

南 東 西 北 

0.10以上 0.96 0.95 0.94 0.93 

0.20 〃 0.92 0.91 0.90 0.88 

0.30 〃 0.88 0.87 0.86 0.83 

0.40 〃 0.85 0.84 0.82 0.78 

0.50 〃 0.82 0.81 0.78 0.73 

0.60 〃 0.79 0.77 0.74 0.68 

0.70 〃 0.76 0.74 0.70 0.63 

0.80 〃 0.73 0.70 0.66 0.58 

0.90 〃 0.70 0.65 0.60 0.53  
 

(資４－85－Ａ４統一) 

地積 

   区分 かげ 
地割合 

土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表 
 

① 奥 行 価 格 補 正 率 表 

地区区分

奥行距離m 
ビ ル 街 高度商業 繁 華 街

普通商業・

併用住宅
普通住宅 中小工場 大 工 場 

４未満 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.85 

４以上 ６未満 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.90 

６ 〃  ８ 〃 0.93 0.94 0.95 0.95 0.95 0.93 

８ 〃  10 〃 0.94 0.96 0.97 0.97 0.97 0.95 

10 〃  12 〃 0.95 0.98 0.99 0.99 0.96 

12 〃  14 〃 0.96 0.99 0.97 

14 〃  16 〃 0.97 0.98 

16 〃  20 〃 0.98 0.99 

－ 

20 〃  24 〃 0.99 

1.00 

24 〃  28 〃 1.00 

1.00 

0.99 

28 〃  32 〃  0.99 

1.00 

0.98 

32 〃  36 〃

1.00 

0.98 0.99 0.96 

36 〃  40 〃 0.99 0.97 0.98 0.94 

40 〃  44 〃

 

0.98 0.96 0.97 0.92 

44 〃  48 〃 0.97 0.95 0.96 0.91 

48 〃  52 〃 0.96 0.95 0.90 

52 〃  56 〃 0.95 

0.94 

0.88 

56 〃  60 〃

0.94 

0.87 

60 〃  64 〃

0.94 0.93 

0.86 

64 〃  68 〃

0.93 

0.85 

68 〃  72 〃

0.93 0.92 

0.84 

1.00 

72 〃  76 〃

0.92 

76 〃  80 〃

0.91 0.83 0.96 

80 〃  84 〃

0.92 

0.91 

84 〃  88 〃

0.82 0.93 

88 〃  92 〃

92 〃  96 〃

96 〃 100 〃

0.91 

0.81 

100 〃 

 

0.90 

0.90 

0.90 

0.80 

0.90 

1.00 

⑥ 間口狭小補正率表 

地区区分
 

間口距離m 

ビ ル 街 高度商業 繁 華 街
普通商業・

併 用 住 宅
普通住宅 中小工場 大 工 場 

４未満 0.80 0.85 0.90 0.90 0.90 0.80 

４以上６未満 0.85 0.94 0.97 0.94 0.85 

６ 〃 ８ 〃 0.90 0.97 0.97 0.90 

８ 〃 10 〃 0.95 0.95 

10 〃 16 〃 0.97 

16 〃 24 〃 0.99 

24 〃       1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

⑦ 奥行長大補正率表 

地区区分

 

奥行距離 
間口距離 

ビ ル 街 高度商業 繁 華 街
普通商業・

併用住宅
普通住宅 中小工場 大 工 場 

２以上３未満 1.00 0.98 1.00 

３ 〃 ４ 〃 0.99 0.96 0.99 

４ 〃 ５ 〃 0.98 0.94 0.98 

５ 〃 ６ 〃 0.96 0.92 0.96 

６ 〃 ７ 〃 0.94 0.94 

７ 〃 ８ 〃 0.92 0.92 

８ 〃   

1.00 

0.90 

0.90 

0.90 

1.00 

 

② 側方路線影響加算率表                   ③ 二方路線影響加算率表 

加 算 税 
地 区 区 分 

角地の場合 準角地の場合
地 区 区 分 加算率

ビ ル 街 0.15 0.07 ビ ル 街 0.10 

高度商業、繁華街 0.10 0.05 高度商業、繁華街 0.07 

普通商業・併用住宅 0.08 0.04 普通商業・併用住宅 0.05 

普通住宅、中小工場 0.05 0.02 普通住宅、中小工場 0.03 

大 工 場 0.02 0.01 

 

大 工 場 0.02 

④ 不整形地補正率を算定する際の地積区分表 

地積区分 

地区区分 
Ａ Ｂ Ｃ 

ビ ル 街 4,000㎡未満
4,000㎡以上

6,000㎡未満 6,000㎡以上

高 度 商 業 1,000㎡未満
1,000㎡以上
1,500㎡未満 1,500㎡以上

繁 華 街 450㎡未満
450㎡以上
700㎡未満 700㎡以上

普通商業・併用住宅 650㎡未満
650㎡以上

1,000㎡未満 1,000㎡以上

普 通 住 宅 500㎡未満
500㎡以上

750㎡未満 750㎡以上

中 小 工 場 3,500㎡未満
3,500㎡以上
5,000㎡未満 5,000㎡以上

⑤ 不 整 形 地 補 正 率 表  

ビル街、高度商業、繁華街、
普通商業・併用住宅、中小工場 普 通 住 宅 

地区区分 

 

 Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 

10％以上 0.99 0.99 1.00 0.98 0.99 0.99 

15％ 〃  0.98 0.99 0.99 0.96 0.98 0.99 

20％ 〃  0.97 0.98 0.99 0.94 0.97 0.98 

25％ 〃  0.96 0.98 0.99 0.92 0.95 0.97 

30％ 〃  0.94 0.97 0.98 0.90 0.93 0.96 

35％ 〃  0.92 0.95 0.98 0.88 0.91 0.94 

40％ 〃  0.90 0.93 0.97 0.85 0.88 0.92 

45％ 〃  0.87 0.91 0.95 0.82 0.85 0.90 

50％ 〃  0.84 0.89 0.93 0.79 0.82 0.87 

55％ 〃  0.80 0.87 0.90 0.75 0.78 0.83 

60％ 〃  0.76 0.84 0.86 0.70 0.73 0.78 

65％ 〃  0.70 0.75 0.80 0.60 0.65 0.70 

⑧ が け 地 補 正 率 表 

がけ地の方位 

 

がけ地地積 
総 地 積 

南 東 西 北 

0.10以上 0.96 0.95 0.94 0.93 

0.20 〃 0.92 0.91 0.90 0.88 

0.30 〃 0.88 0.87 0.86 0.83 

0.40 〃 0.85 0.84 0.82 0.78 

0.50 〃 0.82 0.81 0.78 0.73 

0.60 〃 0.79 0.77 0.74 0.68 

0.70 〃 0.76 0.74 0.70 0.63 

0.80 〃 0.73 0.70 0.66 0.58 

0.90 〃 0.70 0.65 0.60 0.53  
 

(資４－85－Ａ４統一) 

地積 

   区分 がけ 
地割合 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　納付すべき
本税の額

　納付すべき
加算税の額

減少する 減少する

として納期限内にされた申請により、１年以内の期間、納税の猶予が

0,000

氏　名

住　所

○ 　この通知に係る処分の理由

第

殿

相 続 税 の 通 知 書 及 び
加 算 税 の 賦 課 決 定 通 知 書

㊞税務署長

号

日月

○ あなたは、上記の新たに納付すべき税額のほか、あなたが受けた

年平成

の11月30日において日本銀行が定める基準割引率＋４%」のいずれ

0,000

⑤　加算税の額

(①×③と②×④
との合計額)

④　②に対
　する加算
　税の割合

③　①に対
　する加算
　税の割合

注 1

2

本税の額が10,000円未満の場合には、延滞税を納付する必要はあり

また、本税の額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨

平成12年1月1日以後の延滞税の割合は、年単位（1月1日～12月31日）

てて計算してください。

ません。

○ 　延滞税の計算方法

延滞税
の額
(注4)

=
3 6 5

×
7.3％(注2)

延滞税の割合 期間(日数)(注3)

　（国税通則法第60条、第61条、第118条及び租税特別措置法第94条）

100

1000,000

⑥

減 少 す る 額
利益の価額を限度として相続税法第34条第 項の規定により他の
相続人又は受遺者の相続税について連帯納付の責任があります。

の国税等を一時に納付することができないと認められるときは、原則

新たに納付すべき本税について延納又は物納を希望される方は、上

変更決定後の
賦 課 決 定 額

減 少 す る 額

記の期限までに申請してください。

減少する税額が既に納付されている場合において、未納の国税
等がないときは、金融機関等の預貯金口座への振込み又は郵便局の

納期限の翌日から2月を経過する日まで・・年「7.3%」と「前年

○　この通知により新たに納付すべき又は減少する税額

変更決定後の
賦 課 決 定 額

・

で適用することとなります。
具体的には、次のとおりです。

賦 課
決 定 額 0,000

○ 納付すべき税額及び延滞税（納税猶予額のある人は、納税猶予額

円 円 円

申告加算税

申 告
納 税 額

(21 - 22)

窓口での受取りの方法により還付することになりますので、後日、
改めてお知らせいたします。

相 続 時 精 算 課 税 適 用
財 産 価 額 の 合 計 額

納 税 猶 予 税 額
（ 付 表 (1) の ⑫ ）

外 国 税 額 控 除 額

計

より平成 年 月 日までに日本銀行（本店、支店、

⑳

21

22

納期限の翌日から2月を
経過した日以後は14.6%

法定納期限の翌
日から完納の日

まで

⑲

×

納付すべ
き本税の

額
(注1)

○

○

代理店、歳入代理店（郵便局を含む。））又は当税務署に納付し
てください。

控除後の本税・加算税の額及び延滞税の額）は、同封の納付書に

 納税猶予額控除後の
　納付すべき

円

②　①のうち国税通則法
第　条第2項の規定による
加算税の基礎となる税額

⑦

円

⑧

⑨

100 100
5

100
5 円

100

計算の基礎となる金額
（　⑤　－　⑦　）

円 円
遺産に係る基礎控除額

申
告
加
算
税

0,000
円

0,000

相 続 税 の 総 額

賦 課
決 定 額

人

①

加 算 税 の 基 礎
と な る 税 額

○　加算税の額の計算明細

区　　　　分

⑤ 課 税 価 格 の 合 計 額

人
法 定 相 続 人 の 数

④
純資産価額に加算される暦年課
税分の贈与財産価額の合計額

③ 債 務 控 除 の 合 計 額

　　　　　　　　　　　　額

① 取得財産価額の合計額
円 円

②

○　課税標準等及び税額等の計算明細

(2)　相続税の総額の計算明細

区　　　　　分
当　初
課税額

（　　　　　　額）

円 円

　　　　　　　　　　　　額

(1)　納付税額又は還付税額の計算明細

④

当　初
課税額

（　　　　　　額）

23

24

納付すべき税額

還付される税額

差 引 税 額
（⑨＋⑪－⑱又は⑩＋⑪－⑱）

相 続 時 精 算 課 税 分
の 贈 与 税 額 控 除 額

小 計 （ ⑲ － ⑳ ）

⑯

⑰

⑱

税
　
額
　
控
　
除
　
額

⑫

⑬

⑮

⑭

配偶者の税額軽減額

未 成 年 者 控 除 額

障 害 者 控 除 額

相 次 相 続 控 除 額

相 続 税 の 総 額
（ （ 2 ） の ⑨ の 金 額 ）

⑪
相 続 税 法 第 18 条 の
規 定 に よ る 加 算 額

⑧

⑨

⑩

一　般　の
場　　　合

⑤
純資産価額に加算される暦
年課税分の贈与財産価額

重
 
加
算
税

⑥ 課 税 価 格 （ ④ ＋ ⑤ ）

同上のあん
分  割  合

相 続 税 額
（⑦×⑧）

相 続 税 額
(付表(1)の⑬)

租税特別措置法第
70 条 の 6 第 2 項 の
規 定 適 用 の 場 合

⑦

債 務 控 除 額

（通知用）

（　）枚のうち（　）枚目

区　　　　　分

① 取 得 し た 財 産 の 価 額

②
相 続 時 精 算 課 税
適 用 財 産 の 価 額

純 資 産 価 額
（ ① ＋ ② － ③ ）

暦 年 課 税 分 の
贈 与 税 額 控 除 額

月 日の相続開始に係る相続税及びその加算税

③

について、右の表のとおり 及び加算税の賦課決定をし

は、次のとおりとなります。

ます。
したがって、この通知により新たに納付すべき又は減少する税額

（資４-75-２-A４統一）

－

平成 年

重加算税

本税の額
　減少する

この更正又は決定が申告期限から１年を経過してされた場合で、そ○

認められます。

納期限の翌日から2月を経過した日以後・・年「14.6%」・

5に期間の記載がある場合には、その期間の日数を差し引いた後の日
数により延滞税の額を計算してください。

3

4

の期間は、上記の計算期間に含まれないことになっています。

か低い割合

延滞税の額が1,000円未満の場合は、納付する必要はありません。
また、延滞税の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て

てください。

5 あなたの場合は、国税通則法の規定により(自　・　・　至　・　・　)

重加算税

本税の額
　減少する

ます。
したがって、この通知により新たに納付すべき又は減少する税額

（資４-75-２-A４統一）

－

平成 年 月 日の相続開始に係る相続税及びその加算税

③

について、右の表のとおり 及び加算税の賦課決定をし

は、次のとおりとなります。
債 務 控 除 額

（通知用）

（　）枚のうち（　）枚目

区　　　　　分

① 取 得 し た 財 産 の 価 額

②
相 続 時 精 算 課 税
適 用 財 産 の 価 額

純 資 産 価 額
（ ① ＋ ② － ③ ）

暦 年 課 税 分 の
贈 与 税 額 控 除 額

⑤
純資産価額に加算される暦
年課税分の贈与財産価額

重
 
加
算
税

⑥ 課 税 価 格 （ ④ ＋ ⑤ ）

同上のあん
分  割  合

相 続 税 額
（⑦×⑧）

相 続 税 額
(付表(1)の⑬)

租税特別措置法第
70 条 の 6 第 2 項 の
規 定 適 用 の 場 合

⑦
相 続 税 の 総 額
（ （ 2 ） の ⑨ の 金 額 ）

⑪
相 続 税 法 第 18 条 の
規 定 に よ る 加 算 額

⑧

⑨

⑩

一　般　の
場　　　合

配偶者の税額軽減額

未 成 年 者 控 除 額

障 害 者 控 除 額

相 次 相 続 控 除 額⑯

⑰

⑱

税
　
額
　
控
　
除
　
額

⑫

⑬

⑮

⑭

当　初
課税額

（　　　　　　額）

23

24

納付すべき税額

還付される税額

差 引 税 額
（⑨＋⑪－⑱又は⑩＋⑪－⑱）

相 続 時 精 算 課 税 分
の 贈 与 税 額 控 除 額

小 計 （ ⑲ － ⑳ ）

　　　　　　　　　　　　額

(1)　納付税額又は還付税額の計算明細

④

円 円

○　課税標準等及び税額等の計算明細

(2)　相続税の総額の計算明細

区　　　　　分
当　初
課税額

（　　　　　　額） 　　　　　　　　　　　　額

① 取得財産価額の合計額
円 円

②

④
純資産価額に加算される暦年課
税分の贈与財産価額の合計額

③ 債 務 控 除 の 合 計 額

人
法 定 相 続 人 の 数

⑤ 課 税 価 格 の 合 計 額

相 続 税 の 総 額

賦 課
決 定 額

人

①

加 算 税 の 基 礎
と な る 税 額

○　加算税の額の計算明細

区　　　　分

申
告
加
算
税

0,000
円

0,000

計算の基礎となる金額
（　⑤　－　⑦　）

円 円
遺産に係る基礎控除額

100 100
5 円

100 100
5

控除後の本税・加算税の額及び延滞税の額）は、同封の納付書に

 納税猶予額控除後の
　納付すべき

円

②　①のうち国税通則法
第65条第2項の規定による
加算税の基礎となる税額

⑦

円

⑧

⑨

○

○

代理店、歳入代理店（郵便局を含む。））又は当税務署に納付し
てください。

より平成 年 月 日までに日本銀行（本店、支店、

⑳

21

22

納期限の翌日から2月を
経過した日以後は14.6%

法定納期限の翌
日から完納の日

まで

⑲

×

納付すべ
き本税の

額
(注1)

申 告
納 税 額

(21 - 22)

5に期間の記載がある場合には、その期間の日数を差し引いた後の日

窓口での受取りの方法により還付することになりますので、後日、
改めてお知らせいたします。

相 続 時 精 算 課 税 適 用
財 産 価 額 の 合 計 額

納 税 猶 予 税 額
（ 付 表 (1) の ⑫ ）

外 国 税 額 控 除 額

計

納付すべき税額及び延滞税（納税猶予額のある人は、納税猶予額

円 円 円

申告加算税

○　この通知により新たに納付すべき又は減少する税額

変更決定後の
賦 課 決 定 額

・

で適用することとなります。
具体的には、次のとおりです。

賦 課
決 定 額 0,000

○

新たに納付すべき本税について延納又は物納を希望される方は、上

変更決定後の
賦 課 決 定 額

減 少 す る 額

記の期限までに申請してください。

減少する税額が既に納付されている場合において、未納の国税
等がないときは、金融機関等の預貯金口座への振込み又は郵便局の

3

延滞税の額が1,000円未満の場合は、納付する必要はありません。

⑥

減 少 す る 額

0,000

100

100

○ 　延滞税の計算方法

延滞税
の額
(注4)

=
3 6 5

×
7.3％(注2)

延滞税の割合 期間(日数)(注3)

　（国税通則法第60条、第61条、第118条及び租税特別措置法第94条）

注 1

2

本税の額が10,000円未満の場合には、延滞税を納付する必要はあり

また、本税の額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨

平成12年1月1日以後の延滞税の割合は、年単位（1月1日～12月31日）

てて計算してください。

ません。

⑤　加算税の額

(①×③と②×④
との合計額)

④　②に対
　する加算
　税の割合

③　①に対
　する加算
　税の割合

利益の価額を限度として相続税法第34条第 項の規定により他の
相続人又は受遺者の相続税について連帯納付の責任があります。

納期限の翌日から2月を経過する日まで・・年「7.3%」と「前年

納期限の翌日から2月を経過した日以後・・年「14.6%」

の国税等を一時に納付することができないと認められるときは、原則
として納期限内にされた申請により、１年以内の期間、納税の猶予が

5 あなたの場合は、国税通則法の規定により(自　・　・　至　・　・　)
の期間は、上記の計算期間に含まれないことになっています。

この更正又は決定が申告期限から１年を経過してされた場合で、そ

年平成

○ あなたは、上記の新たに納付すべき税額のほか、あなたが受けた

数により延滞税の額を計算してください。

4
また、延滞税の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て

の11月30日の公定歩合＋４%」のいずれか低い割合

・

相 続 税 の 通 知 書 及 び
加 算 税 の 賦 課 決 定 通 知 書

㊞税務署長

号

日月

○

第

殿氏　名

住　所

てください。

○ 　この通知に係る処分の理由

0,000 0,000

　納付すべき
本税の額

　納付すべき
加算税の額

減少する 減少する

認められます。
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改  正  後 改  正  前 
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改  正  後 改  正  前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


